
 

山口市教育委員会事務局学校教育課 

山口市立中学校無線アクセスポイント購入事業仕様書 

 
１．はじめに 

 

本書は「山口市立中学校無線アクセスポイント購入事業」における仕様を示すものである。 

 

２．購入物品（無線アクセスポイントは商品指定） 

 

項　　　目 仕　　　　様 数　量

無線アクセスポイント
・FURUNO　SYSTEMS社製　ACERA　EW750《ACアダプタを含む》
・UNIFASサーバーに機器情報等を登録し、アクセスポイントを利用可能
な状態にすること

57台

ＬＡＮケーブル ＣＡＴ６a以上　１０ｍ 57本  
 

３．機器等設置場所 

  

 鴻南中学校  ５７台 

  

４．納入期日 

 

令和８年７月３１日（金） 

 

５．納入等 

 

 （１）納入時には学校教育課が指示する設定が全て完了しており、直ちに使用が可能な状態である

こと。 

 （２）機器の保守・管理に関する相談に無料かつ柔軟に対応できる体制を確立しておくこと。 

特に、納入直後は、各学校との連絡を密にとり、機器等の不具合が発生した場合は、迅速に 

対応すること。 

（３）搬入作業に際し、作業日程を事前に提示し、落札業者が各学校とのスケジュール調整を直接

行うこと。また作業時は、氏名等身分確認証を必ず携帯すること。 

（４）納入機器に学校教育課が用意する備品管理シールを貼付けること。 

（５）搬入の際に生じた梱包材等は受注者の責任において引き取り、廃棄すること。 

（６）既存の無線アクセスポイント（アダプター・壁掛け金具含む）、LANコンセントから接続され

ている既存LANケーブルは回収し、学校教育課まで引き上げること。 

 

６．設 置 

 

（１）無線アクセスポイントは壁面設置とし、既存の無線アクセスポイントを参考に学校と協議の

うえ設置すること。また、壁面の材質（主にモルタル下地）に応じて十分な強度を確保する

こと。 

 

７．保 守 

 

（１）ハードウェアに関し、受注者は機器の引き渡し後、メーカー保証期間内に発生した障害に対

して使用者側の責によるものを除き、出張費および再セットアップ費等を含め無償で対応する

こと。また、結果的に障害原因が納入物に直接関係しない場合においても、原則として無償で

対応すること。 

（２）メーカー保証期間を終えた際は、スポット修理を行えること。 

 

（３）障害については、24時間以内に1次対応を行うこと。 

   （対応時間は、平日9時～17時での対応を可とする。） 

また、修理が完了したら修理完了報告書（修理伝票）を提出すること。 

（４）上記保証期間以降についても、機器の不具合について、修理等技術的な相談に応じること。 

 



 

８．その他 

 

（１）契約は山口市と行うものとする。 

（２）納入等のための諸費用は含んだものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【参考】 

既存アクセスポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


